
建設課複合機賃貸借 仕様書 

1 件  名  総賃貸第１号 建設課複合機賃貸借 

 

2 履行場所  阿賀野市岡山町地内（阿賀野市役所建設課） 

 

3 賃貸借備品 デジタルフルカラー複合機 1 台 

 

4 備品の仕様 

① コピー機能 

1) 最大用紙サイズ     A3 サイズ 

2) 複写原稿        A3、B4、A4、B5、A5、ハガキに対応 

3) 複写倍率        ズーム倍率 25％～400％（1％刻み）の縮小拡大が可能 

4) ウォームアップタイム  26.0 秒以下 

5) ファーストコピー    モノクロ 5.4 秒以下  カラー 5.4 秒以下 

6) 連続複写速度      A4 モノクロ 70 枚/分以上（A4 ヨコ） 

            A4 カラー  70 枚/分以上（A4 ヨコ） 

7) 給紙方式        4 段トレイ＋手差し 100 枚以上を装備 

8) 給紙量         550 枚以上×4 トレイ＋手差し 

9) 自動原稿送り機能    有り 

10) 両面複写機能      有り 

11) 解像度         読み込み：600dpi×600dpi 以上 

            書き込み：600dpi×1200dpi 以上 

12) 消費電力        最大 2000W 以下（本体） 

13) フィニッシャー機能   ソート機能、50 枚以上のステープルが可能（A4/60～90g/㎡） 

14) フィニッシャー消費電力 最大 170W 以下 

② プリント機能 

1) 連続プリント速度   A4 モノクロ 70 枚/分以上（A4 ヨコ） 

           A4 カラー  70 枚/分以上（A4 ヨコ） 

   2）プリント解像度    最高：600×1200dpi 

 ③ スキャン機能 

1) 形式         自動両面原稿送り装置（両面自動読み込み） 

           カラースキャナー 

2) 読取速度       モノクロ 片面 60 ページ/分以上（A4 ヨコ） 

           カラー  片面 60 ページ/分以上（A4 ヨコ） 

④  FAX 機能 

1) 読取原稿サイズ    最大 A3 サイズ 

2) 記録紙サイズ     最大 A3 サイズ 

3) 企画・通信モード   スーパーG3、G3 



⑤  インターフェイス  USB：タイプ B を 1 ポート以上有すること 

           イーサネット：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T を 

1 ポート以上有すること 

※プリンター及びスキャナー利用が可能であること 

 

⑥ 設定作業について 

カラー複合機本体のイーサネットは、本市が指定するＩＰアドレス、サブネット 

マスク及びデフォルトゲートウェイをそれぞれ設定すること。 

   ※カラー複合機に接続するパソコンの設定（プリンタードライバのインストール等）は、 

本市で実施する。 

※スキャナーについて、本市が指定するネットワークフォルダに保存できるように 

設定すること。 

   ※フォルダにアクセスできるユーザーID 及びパスワードを設定する必要が生じたときは、 

その部分に関し、本市が実施する。 

※FAX について、電話回線を使用した FAX の送受信ができるよう設定すること。 

 

5 賃貸借期間 令和 8 年 8 月 1 日～令和 13 年 7 月 31 日（5 年間） 

（地方自治法第 234 条の 3 及び地方自治法施行令第 167 条の 17 に基づく長期継続契約） 

 

6 入札額について 

 ①リース料 

  １）リース料 1 か月あたりのリース料（税抜き）を算出願います。 

 ②保守料金 

  １）モノクロ、２色カラー、フルカラー1 枚あたりの単価（税抜き）を算出願います。 

２）見積の目安 

１か月あたりモノクロコピー8,400 枚、フルカラーコピー2,000 枚、フルカラープリント 

8,000 枚程度の使用見込みを算出願います。 

３）保守料金にはトナー代、修理費、修理に伴う部品代を含むこと。 

 

7 その他 

 ①機器 

１）長期使用に耐え得る仕様で新造機であること。  

２）環境への配慮として、グリーン購入法の特定調達品目に適合していること。 

 ②入替 

１）備品の搬入、運搬、組立、設置、調整等納品に係る一連の作業を含むものとする。 

２）現在建設課に設置している複写機の撤去・処分は既存納入業者と打合せして行う事とする。 

     またその作業費用を含むものとする。 

３）搬入時において発生したゴミ、ダンボール等梱包の残材類はすべて持ち帰ること。 

 


